
茅ヶ崎市農地利用最適化推進委員募集要項 

 

１．募集人数 

５名（農業委員会が定めた区域ごと１人 ※別表を参照） 

 

２．任期 

農業委員会が委嘱した日（令和８年７月２０日を予定）から 

令和１１年７月１９日まで 

 

３．身分 

茅ヶ崎市の特別職の非常勤職員 

 

４．職務内容 

担当区域において、農業委員と連携し、農地利用の最適化の推進に向けて主に 

次の事項に係る現場活動や会議に参加する等の職務に従事します。 

（１） 担い手への農地利用の集積・集約化 

（２） 遊休農地の発生防止・解消 

（３） 農業への新規参入の促進 

（４） 農業者の意向確認調査や農地中間管理機構との連携を図ること 

（５） 農地の利用状況調査 

（６） 各種会議への参加 

（７） 地域計画等の各種計画の推進 

（８） その他農業委員会が必要とする活動 

 

５．委員報酬 

月額４１，０００円 

 

６．推薦を受ける者及び応募をする者の資格 

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、担当区域において、農地等 

の利用の最適化の推進のための活動ができる者とします。ただし、次のいずれかに該当 

する者は除きます。 

（１） 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２） 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな 

くなるまでの者 

 

 

 



７．推薦及び応募に係る手続き 

 （１） 該当する申込書に必要事項をご記入のうえ、茅ヶ崎市農業委員会事務局窓口 

（市役所本庁舎３階）にお持ちください。 

  ア 個人が推薦する場合     推薦申込書（個人用）（第４号様式） 

   イ 法人又は団体が推薦する場合 推薦申込書（法人又は団体用）（第５号様式） 

   ウ 応募する場合        応募申込書（第６号様式） 

（２） 提出書類の入手方法 

茅ヶ崎市農業委員会事務局（市役所本庁舎３階）の窓口に備えているほか、次の

茅ヶ崎市ホームページからもダウンロードできます。 

◆茅ヶ崎市ホームページ◆https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/ 

 （３） 提出先 

      茅ヶ崎市農業委員会事務局  

                  

８．推薦及び応募の受付期間 

令和８年２月１９日（木）から令和８年３月１９日（木）まで 

※市役所開庁日の８時３０分から１２時まで、１３時から１７時までに提出してくだ 

さい。 

 

９．選考方法 

推薦及び応募による委員候補者数が募集人数を超えた場合又は市長が必要と認めた場

合は、提出された書類をもとに、茅ヶ崎市農地利用最適化推進委員選考委員会において

選考後（必要に応じて面接を行う場合があります。）、令和８年第６回農業委員会総会に

議案として提案します。 

結果については、令和８年７月上旬頃に、推薦した者、推薦を受けた者及び応募をし

た者全員に文書で通知します。 

 

１０．推薦・応募内容の公表 

法令の規定に基づき、推薦及び応募の受付期間の中間及び終了後に、茅ヶ崎市のホ 

ームページ等で次の事項について公表します。 

（１） 推薦し、又は応募する区域 

（２） 推薦をする者（個人の場合）の氏名、職業、年齢及び性別 

（３） 推薦をする者（法人又は団体の場合）の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、 

構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項 

（４） 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の 

状況 

（５） 推薦又は応募の理由 

 



（６） 推薦をする者が、当該推薦を受ける者について茅ヶ崎市農業委員会の委員に推薦

しているか、又は応募する者が茅ヶ崎市農業委員会の委員に応募しているか否かの

別 

（７） 推薦を受けた者の数 

（８） 応募した者の数 

 

１１．農地利用最適化推進委員候補者等の個人情報の取り扱いについて 

（１）推薦及び応募申込書に記載した個人情報を確認するため、関係市町村に対し、戸

籍情報・住民記録等を照会することがあることについて、推薦及び応募申込書の

提出をもって同意したものとみなします。 

（２）推薦及び応募申込書に記載した個人情報を公表することについて、推薦及び応募

申込書の提出をもって同意したものとみなします。 

 

１２．問い合わせ先 

〒２５３－８６８６ 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

茅ヶ崎市役所 本庁舎３階 農業委員会事務局 

ＴＥＬ：０４６７－８１－７２１４（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表） 

 

農業委員会等に関する法律第１７条第２項の規定により茅ヶ崎市農業委員会が定めた区域 

区域番号 区域 

 

１ 

 

芹沢 

 

 

２ 

 

 

行谷、堤、下寺尾 

 

３ 

 

香川、甘沼、みずき、松風台、赤羽根、高田、室田、菱沼、松林 

 

４ 

 

萩園、平太夫新田、矢畑、西久保、浜之郷、円蔵 

 

 

５ 

 

本村、南湖、十間坂、茅ヶ崎、共恵、若松町、小和田、小桜町、代官町、

本宿町、ひばりが丘、出口町、旭が丘、浜竹、美住町、松浪、松が丘、

平和町、白浜町、浜須賀、東海岸、中島、今宿、下町屋、柳島、松尾 

 


